
日司連発第１２４１号 

平成２０年１０月１６日 

司法書士会会長 殿    

 

日本司法書士会連合会 

 会長 佐 藤 純 通 

 

 

株式会社日本政策金融公庫が権利者となって申請する先取特権、質権又は抵当権 

の保存、設定又は移転の登記について、登録免許税法別表第三の一の二第四欄 

に規定する財務省令で定める書類の添付に関する取扱いについて（お知らせ） 

 

 

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、標記の件について、法務省民事局民事第二課補佐官より法務局及び地方法務局の

不動産登記担当首席登記官あてに、別添のとおりの事務連絡が発信されましたので、お知

らせいたします。 

 

 






